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Ⅰ 目 的 

特別支援学校の学習指導要領においては、訪問教育対象児

に対し「障害の状態や学習環境等に応じて、指導方法や指導

体制を工夫し、学習活動が効果的に行われるようにすること。」

（文部科学省，2009）と述べられているが、訪問教育が行わ
れている家庭、障害者施設、病院内ではいったいどのような

学習環境（ここでは便宜的に、物理的環境と人的環境とに分

ける）で指導が行われているのか、実態は必ずしも明らかで

はない。そこで筆者らはこの実態と担当教師らの工夫を明ら

かにするために全国調査を実施した。ここでは家庭訪問教育

の人的環境（担当教師の他、対象児と交流可能な教師・保護

者・医療福祉関係者、本校及び通常学校児童生徒等）に係る

結果を踏まえて今後の課題を明らかにすることを目的とする。 
Ⅱ 方 法 

1) 倫理的配慮： 全国調査は、東北福祉大学の研究倫理委員
会の承認（受付番号 RS161001）を得て実施した。 
2) 調査対象校： 学校のホームページの記載内容から訪問教
育を実施していると考えられる全国の特別支援学校 239校の
学校長あてに依頼状（倫理的配慮項目を含む）と質問紙を送

り、調査への同意を前提に担当教師から郵送にて回答してい

ただくように依頼した。 
3) 質問内容： 質問紙はアンケートⅠとⅡから成る。アンケ
ートⅠは学校全体の訪問教育に関する内容であり、対象児童

生徒数、担当教師数、学習環境に関する話し合いの有無と話

し合いの内容を尋ねた。アンケートⅡは、各担当教師が担任

をしている任意の対象児 1名に関する質問であり、回答者プ
ロフィール（対象児の概要を含む）、対象児の物理的学習環境、

同人的学習環境、学習環境の改善点に関する回答者の意見に

ついて記載を求めた。各対象校には、アンケートⅠは 1 部、
Ⅱは 3部を依頼状とともに郵送した。 
4) 調査期間：2016年 11月 18日～2017年 1月 16日。 
Ⅲ 結 果 

1) 回収率等：150 校から回答を得た（回収率 62.8%）。アン
ケートⅠは、このうちの144校からの回答が有効であった（有
効回答率 60.3%）。一方、アンケートⅡに関しては、対象児
がいない 2校を除く 148校から合計 385事例の提供を得た。
このうち 257事例が家庭、45事例が障害者施設、81事例が
病院、2 事例が離島の通常学校にて訪問教育が実施されてい
た。以下では、家庭訪問教育の人的環境に係る結果を取り上

げる。 
2) 普段の授業において担任以外の人が関わる機会の有無：
257例中 29例（11.3%）は機会がない、228例（88.7%）は
機会があり、関わる人は、①保護者が計 152例、②他の訪問
教育担当教師 136例、③担当以外の同僚教師 104例、④上司
108 例、⑤福祉関係者 35 例、⑥看護師 32 例、⑦その他 21
例という回答であった。またそれぞれの頻度について記載さ

れていた。このうち、②の教師とは「毎回」から「年に 1回」
という幅があったが、学期に１～２回とする回答が最も多く

（49例）、次いで週 1回（29例）、月に１～2回（15例）の
順であった。さらに③の教師とは「週 1 回」から「年 1～2
回」という幅であったが、学期に 1～2 回とする回答と年に
１～2回とする回答が最も多く（各 32例）、次いで月に１～2
回（15例）、年に３～4回（10例）であった。 

3) スクーリング時以外の訪問教育対象児との交流機会：交流
の機会はないという回答が 152例（59.1%）に対し、あると
いう回答は 103 例（40.1%）であった（無回答 2 例）。交流
の手段としては、間接的な手段（ビデオ・iPad・手紙・Skype・
テレビ電話・フェイスタイムの利用、プレゼント交換）によ

るものが 52 例に対し、直接的な手段（合同学習の設定、学
校での行事参加の機会や遠足時の利用、居住地校交流時の利

用等）によるものが 49 例であった。直接的な手段における
合同学習の場は、訪問教育対象児の家庭や公民館・交流セン

ター等の公共施設であった。 
4) スクーリング時の交流相手：257 事例中 39 例（15.2%）
は、スクーリング未実施という回答であった。他方スクーリ

ングを実施した際の交流相手としては、①訪問教育対象児 31
例、②所属クラスの通学生 83 例、③訪問教育の対象児と通
学生の両方 99例、④その他 40例であった。その他には、同
じ学年の通学生や他学部の通学生、本校近隣の通常学校の児

童生徒などが挙げられていた。 
5) 近隣の小・中・高等学校児童生徒との交流機会：交流の機
会はないとする回答が 196例（76.3%）に対し、56例（21.8%）
からは交流の機会があるとする回答が寄せられた（無回答 5
例）。このうち直接的な交流機会（近隣学校の授業や行事への

参加、児童生徒が対象児の自宅を訪問する逆交流、スクーリ

ング時の機会利用等）に言及した取り組みが 48 例から、ま
た間接的な交流（ビデオレターの利用や作品を通しての交流）

に言及した回答が 10 例から寄せられた。一部の事例はこの
両方の手段を活用していた。近隣の特別支援学校との交流に

言及した回答が 1例あった。 
Ⅳ 考 察 

家庭訪問教育対象児の学習環境のうち、人的環境がさらに

豊かになるためには、今後、２つの観点からの体制整備や取

り組みが求められると思われる。 
第 1は、教師による複数訪問の実現やその頻度を上げるこ
とである。結果の 2)に示した通り、普段の授業において担任
以外の人が関わる機会がないとする回答は全事例の 10%強
であった。複数訪問が実現すればさらに多様な指導が実現で

きると考える。他方、複数訪問が実現している事例において、

訪問担当教師の場合も同僚教師の場合も最も多い回答は学期

に 1～2 回であったが、家庭の理解も得てさらに頻度が上が
れば、上と同様にさらに多様な指導が実現できるのではない

かと考える。 
第 2は、同じ学年や世代の児童生徒との交流の機会を増や
すことである。米国の家庭訪問教育や病院訪問教育は、最も

制約の大きい環境下での教育と位置付けられるが、その理由

は同じ世代の児童生徒との交流の少なさである。今回の調査

においては、スクーリング以外での訪問教育対象児同士の直

接交流の試みが 49 例でなされていたが、さらに近隣小中高
等学校の児童生徒との直接交流も 48 例で行われていた。こ
れらの取り組みの詳細をさらに探ることは、より制約の大き

い教育環境を改善していく糸口を見出すことにつながると考

える。 
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